
実施の基準（コロナ対策）

7/28～7/31（緊急） 7/28～7/31（緊急以外）

7/13（緊急） ケースＡ ケースＣ

7/13（緊急以外） ケースB ケースＤ

※１ 上表で「緊急」とは，緊急事態宣言発令期間内であることを示します。
※２ 上表で「緊急以外」には，まん延防止措置が講じられる場合を含みます。
※３ 上表で「緊急」か「緊急以外」かの判断基準時は実施日の２日前の時点とします。
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７月１３日が（緊急）の場合（ケースＡ又はケースＣ）
における説明会及びサマースクールの実施について

説明会の判断基準時点において，７月２８日まで緊急事態宣言発
令期間に含まれる場合は，説明会もサマースクールも中止にしま
す。ただし，説明会の判断基準時において，７月２８日よりも前
に緊急事態宣言発令期間が明ける予定である場合は，①緊急事態
宣言発令期間が明ける日から７月２７日までの間に説明会を開催
でき，かつ，②説明会開催時点で参加児童４０名以上の参加を見
込める場合に限り，サマースクールを実施するものとします。
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７月１３日が（緊急以外）の場合（ケースＢ又はケースＤ）
における説明会及びサマースクールの実施について

説明会の判断基準時において，７月２８日が緊急事態宣言発令期
間に含まれる高度の蓋然性が認められる場合は，その時点で説明
会もサマースクールも中止にします。そうした「高度の蓋然性」
まで認められない場合には，説明会を開催することにします。そ
の上で，サマースクールの判断基準時において，サマースクール
を実施するか否かを最終的に判定するものとします。
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